
平成26年3月31日から「ねんきんネット」に以下の新機能が追加されましたので、ぜひご利用下さい。 
 ・パソコン版「ねんきんネット」はこちら 
 ・スマートフォン版「ねんきんネット」はこちら 
「ねんきんネット」のユーザＩＤをまだお持ちでない方は、ぜひご利用登録をお願いします。 
  

１．年金記録を一覧形式で確認できます 

 ○厚生労働省と日本年金機構で共催した「ねんきん定期便 

  ・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会」の報告 

  書を踏まえて、年金記録や年金見込額、老齢年金の受給 

  額などを一覧形式で確認できる「年金記録の一覧表示」 

  の画面を追加しました。 

  ○従来の「年金記録照会」の画面は、この「年金記録の一覧 

     表示」の【年金記録照会】ボタンを押すと閲覧できます。 

 

２．届書を作成できます 

  ○届書の作成機能は、お客様サービスの向上と正しい届書の作成に繋げるため、「ねんきんネット」の画面上で、 

   利用者が届書を作成・印刷できる機能です。 

  ○基礎年金番号や氏名など「ねんきんネット」で保有する情報を入力画面に予め自動表示することにより利用者の 

     入力の手間を省くとともに、入力項目のエラーチェックを行うことで入力誤りを防止します。 

  ○届書の作成機能は、電子申請ではないため、作成した届書を印刷の上、年金事務所等に持参もしくは郵送して頂 

     く必要があります。 

  ○対象となる届書は、以下のとおりです。 

「年金記録の一覧表示」のイメージ 

被
保
険
者
 

届書名 

 
国民年金保険料免除・納付猶予申請書                                             ※ 平成２７年１月サービス開始予定 
  
国民年金保険料学生納付特例申請書                                                ※ 平成２７年１月サービス開始予定 
 
国民年金保険料クレジットカード納付（変更）申出書 

国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書 

国民年金保険料追納申込書 

年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付） 

年金受給権者住所・支払機関変更届 

年金証書・改定通知書・振込通知書再交付申請書 

国民年金・厚生年金・船員保険・共済年金 未支給【年金・保険給付】請求書・年金受給権者死亡届（報告書） 
                                                                                                   ※ 平成２６年７月 サービス開始予定 

源泉徴収票・準確定申告用源泉徴収票交付（再交付）申請書 

受
給
権
者
等
 

年金加入期間確認請求書 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp
http://www.nenkin.go.jp/sp/n_net/index.html


４．持ち主不明記録検索機能の検索対象が拡大しました 

 ○持ち主が不明となっている記録の持ち主を見つけるため、平成 

  25年1月末に構築した持ち主不明記録の検索サービスに、以下 

  の記録を追加しましたので、ぜひご利用下さい。 

 ◇持ち主が不明となっている厚生年金基金の記録 

 ◇持ち主が不明となっている平成8年以前に退職されていた国 

  家公務員・地方公務員および私立学校教職員の共済記録 

 ◇持ち主が不明となっている平成8年以前に退職されていた旧 

    農林漁業団体職員共済組合員の記録 

  

 

 

 

 

３．スマートフォンにも対応しました 

  ○これまでパソコンをお持ちでなかったことでユーザＩＤを取得していなかった方も、スマートフォンでユーザ 

   ＩＤを取得できます。また、「年金記録の一覧表示」や「年金記録照会」の画面をスマートフォンでも見やす   

   く表示しているため、年金記録を分かりやすく確認できます。 

 

 

 

 

「年金記録照会」画面 申請用トップページ画面 

機能 パソコン版 スマートフォン版 

年金記録の一覧表示 ○ ○ 

年金記録照会 ○ ○ 

持ち主不明記録検索 ○ × 

私の履歴整理表 ○ × 

年金見込額試算 ○ 
× 

(平成27年1月末より開始予定) 

追納・後納等可能月数と金額の確認 ○ × 

電子版「ねんきん定期便」の確認 ○ × 

年金の支払いに関する通知書の確認 ○ × 

届書の作成 ○ × 

メールアドレス登録／定期便の郵送意向登録 ○ 
△ 

メールアドレス登録のみ 

アンケート回答 ○ ○ 

日本年金機構からのお知らせ確認 ○ 
× 

(平成27年1月末より開始予定) 

パスワード変更 ○ ○ 

秘密の質問と答えの変更 ○ ○ 

サービス利用停止依頼 ○ ○ 

利用申込み（ユーザＩＤ発行申込み） ○ ○ 


